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入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト（例）

入居時・退去時物件状況確認リスト

修繕 交換 負担
要 不 要 不 要 不

天井 有・無 有・無
壁 有・無 有・無
床 有・無 有・無
玄関ドア 有・無 有・無
鍵 有・無 有・無
チャイム 有・無 有・無
下駄箱 有・無 有・無
照明器具 有・無 有・無
郵便受け 有・無 有・無

天井 有・無 有・無

壁 有・無 有・無

床 有・無 有・無

流し台 有・無 有・無

戸棚類 有・無 有・無

換気扇 有・無 有・無

給湯機器 有・無 有・無

電気・ｶﾞｽｺﾝﾛ有・無 有・無

照明器具 有・無 有・無

給排水設備 有・無 有・無

天井・壁・床 有・無 有・無

ドア 有・無 有・無

風呂釜 有・無 有・無

浴槽 有・無 有・無

シャワー 有・無 有・無

給排水設備 有・無 有・無

照明・換気扇 有・無 有・無

タオル掛け 有・無 有・無

天井・壁・床 有・無 有・無

ドア 有・無 有・無

洗面台 有・無 有・無

洗濯機置場 有・無 有・無

給排水設備 有・無 有・無

照明器具 有・無 有・無

タオル掛け 有・無 有・無

天井・壁・床 有・無 有・無

ドア 有・無 有・無

便器 有・無 有・無

水洗タンク 有・無 有・無

照明・換気扇 有・無 有・無

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ有・無 有・無

ト

イ

レ

浴

室

洗

面

所

場

所
箇所

入居時 

具体的な状況損耗

借主氏名 
所在地 

退去時

台

所

・

食

堂

・

居

間

交換年月 具体的な状況

玄

関

・

廊

下

転居先TEL（ ） －

損耗

住戸番号
TEL（ ） －

貸主氏名
退去日 年 月 日入居日 年 月 日

物件名 

契約日 年 月 日 
転居先住所 
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修繕 交換 負担

要 不 要 不 要 不

天井 有・無 有・無

壁 有・無 有・無

床 有・無 有・無

間仕切り 有・無 有・無

押入・天袋 有・無 有・無

外回り建具 有・無 有・無

照明器具 有・無 有・無

天井 有・無 有・無

壁 有・無 有・無

床 有・無 有・無

間仕切り 有・無 有・無

押入・天袋 有・無 有・無

外回り建具 有・無 有・無

照明器具 有・無 有・無

天井 有・無 有・無

壁 有・無 有・無

床 有・無 有・無

間仕切り 有・無 有・無

押入・天袋 有・無 有・無

外回り建具 有・無 有・無

照明器具 有・無 有・無

エアコン 有・無 有・無

ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ有・無 有・無

バルコニー 有・無 有・無

物干し金具 有・無 有・無

TV･電話端子有・無 有・無

　（備考）

☆　入居時　上記の通り物件各箇所の状況について点検し、確認しました。

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

　借主氏名 印 　貸主氏名 印

平成　　年　　月　　日

　管理業者名及び

　確認担当者氏名 印

☆　退去時　上記の通り物件各箇所の状況について点検し、確認しました。

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

　借主氏名 印 　貸主氏名 印

平成　　年　　月　　日

　管理業者名及び

　確認担当者氏名 印

β ⌐│⁸ ה ─ ─ ≢ ─ ⅔╟┘ ↔≤⌐₈ ₉╩ ⇔⁸₈ ₉
⁷─ ⌐ủ╩ ↑⁸₈ ₉╩ ∆╢⁹∕⇔≡∕─ ─ ⌂ ╩ ∆╢ ⌐

⁷ ⇔≡ ∆╢ ╟╡ ⌐∆╢↓≤⅜ ╕⇔™ ⁹

β ⌐│⁸ ⌐ ⇔√ ╩╙≤⌐⁸ ה ─ ─ ≢ ─ ⅔╟┘ ↔≤

⁷⌐₈ ₉╩ ⇔⁸ ─ ╛ ⌂ ⁸ ─ ╩ ∆╢⁹

β ₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉Q A ─Q1 

β⌂⅔⁸ ─♩ꜝⱩꜟ ⌐│⁸ ⌐╟╢ ─ ∞↑≢│⌂ↄ⁸ ⁸ ─ ⅜

⁷ ⌐ ∆╢ ⇔™ ≤⁸ ⌂ ╛ ─ ⌂≥ ─ ╩ ╦∑≡ ∆╢↓≤╙ ≢

⁷№╢ ₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉Q A ─Q5⁸Q10 ⁹

場

所
箇所

入居時 退去時

損耗 交換年月 具体的な状況 損耗 具体的な状況

個

室

個

室

個

室

そ

の

他
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国土交通省が、宅地建物取引業法第 35条の重要事項の説明を行う際に参考とすることが望ましいとしている「重要

事項説明書（建物の貸借）」のモデル（全文）を使用した場合の例（※青字の部分は記入例です。）  

【平成３０年４月１日施行】  

 

重要事項説明書（建物の貸借） 

平成○○ ○○ ○○  

 東京 太郎  

─ ⌐≈™≡⁸ ₈ ₉≤™℮⁹  35 ─ ⌐ ≠⅝⁸ ─≤⅔╡ ⇔

╕∆⁹↓─ │ ≢∆⅛╠⁸ ↕╣╢╟℮⅔ ™⇔╕∆⁹ 

│   株式会社○○不動産 

─   新 宿 一 郎    ○印  

√╢   東京都新宿区西新宿○－○－○ 

   東京都知事(3)第 12345号 

   平成 ○年 ○月 ○日 

╩ ∆ ╢ 

 

    渋 谷 次 郎    ○印  

 東京 第 999999号 

⌐  

∆╢  

 株式会社○○不動産西新宿店 

 00 0000 0000 

 

─ 34      ה     

 

 
 

 

 スカイガーデン新宿 

 東京都新宿区西新宿□丁目□番地□ 

（住居表示：東京都新宿区西新宿□丁目□番□号スカイガーデン新宿○○○号） 

 ３階  ○○○号室 

 （壁芯） ４２．９０    ３８．８７  

┘  居宅・鉄筋コンクリート造  ５階建 

ה  中野 一太郎  東京都中野区中央△丁目△番△号 

 

Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項 

 ⌐ ↕╣√  

⌐ ∆╢  

 

  

─ ⌐ ∆╢  

 
⌐ ╢ ⌐ 

∆╢  

   中野 一太郎 

 

  東京都中野区中央 

△丁目△番△号 

なし 

抵当権設定 

昭和○年○月○日受付第 0001号 

債 権 額 金 500万円 

債 務 者 中野 一太郎 

抵当権者 株式会社□□銀行 

本物件にはすでに抵当権が設定登記されていますので、借主は、その抵当権が実行され競売になり買

受人から明渡しを求められたときには、６か月までの間に明け渡さなくてはならないことになります。 

なお、この場合には、貸主に預けた敷金についての精算も買受人には求めることができません。 
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 ⌐ ≠ↄ ─  

    

─  

特に制限なし 

 

ה  ─☻●ה ┘ ─  

∟⌐ ⌂  ─   

ה  ה ה       ה   

  ○○電力(株)        

  ⱪ꜡Ɽfi      ⱪ꜡Ɽfiה ☻ ●

  公共下水道       

 

 ─ ⌐⅔↑╢ ⁸ ─≤⅝  

─ ┘   

⁸ ┘ 

─ ה → 

 

─ ┘   

 

 （インスペクション）─ ─ ─ ─≤⅝  

─ ─    

─ ─  

調査実施者：○○ ○○（一級建築士・既存住宅状況調査技術者） 

調査実施年月日：平成○○年○○月○○日（１年以内） 

調査の結果：別添の建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）をご参照ください 

 

 ─ ─ ─ ─≤⅝  

─       ∕  ─   

   有  流し調理台、換気扇、給湯栓 

   〃  便所専用、水洗式（洋式） 

   〃  浴室専用、シャワー付き 

 〃  ガス給湯器（台所、浴室、洗面） 

●☻↓╪╤ 無  都市ガス 

 有  エアコン１機、居間に設置済 

 

 ⅜ ⅛ ⅛ 

  

 

 ⅜ ⅛ ⅛ 
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 ⅜ ⅛ ⅛ 

  

津波災害警戒区域については、津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年１２月２７日施行）第５３条第１

項の規定に基づき、都道府県知事が警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定をすることができるとさ

れています。 

津波災害警戒区域については、東京都内は現時点では未指定の状況ですが、本物件に係る区域については、今後、

東京都から、当該区域として指定される可能性があります。 

 

 ─  

─ ─    

─  
 

 

 

 ─  

─    

─  

診断実施機関：○○一級建築士事務所 

診断年月日：平成○○年○○月○○日 

診断の結果：別添の耐震診断結果評価書をご参照ください 

 

и ⌐ ∆╢  

 ⌐ ↕╣╢   （賃料：月額 140,000円） 

        ─     

 280,000円 敷金 ２か月 

 5,000円／月 共益費 

   

   

 

 ─ ⌐ ∆╢  

１ 借主は、賃貸借期間中であっても、貸主に対して 30 日前に、書面による予告をもって解約を申し出ることがで

き、この場合、予告期間の満了と同時に賃貸借契約は終了するものとします。 

２ 借主は、前項の予告に加え、30日分の賃料を支払って即時に解約を申し入れることができます。 

３ 貸主は、借主が次に掲げる義務に違反した場合において、貸主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催促した

にもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができます。 

 ①賃料支払義務、②共益費支払義務、③修繕費用負担義務（借主の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費

用を負担しなければならない。）  

４ 貸主は、借主が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であ

ると認められるに至ったときは、本契約を解除することができます。（ただし、別紙※に記載の別表第１の行為の

うち、第六号から第八号に掲げる行為については、後述６のとおりとなります。） 

 ①本物件の用法遵守義務（借主は、本物件の使用に当たり、次のことを守らなければならない。）  

  ・居住のみを目的として使用しなければならない。   

  ・別紙※に記載の別表第１の行為を行ってはならない。 
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  ・貸主の書面による承諾を得ることなく、本物件の賃借権の譲渡・転貸・増築・改築・移転・改造・模様替・敷

地内工作物設置及び別紙※に記載の別表第２の行為を行ってはならない。 

  ・別紙※に記載の別表第３の行為を行う場合には、貸主に通知しなければならない。 

 ②本物件の修繕受忍義務（貸主が必要な修繕を行う場合には、正当な理由がある場合を除き、借主は修繕の実施を

拒否することができない。） 

５ 貸主及び借主は、次のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要せずして、契約を解除することができます。 

・本契約の相手方につき、自ら若しくは自らの役員が反社会的勢力であることが判明した場合  

・本契約の相手方につき、本契約締結後に、自ら若しくは自らの役員が反社会的勢力に該当した場合  

・本契約の相手方が、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結したことが判明した場合  

・本契約の相手方が、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を棄

損する行為をした場合  

６ 貸主は、次のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要せずして、契約を解除することができます。 

・借主が、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸した場合  

・借主が、別表第 1 第六号から第八号に掲げる行為を行った場合  

７ 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは借主が賃借を

した目的を達することができないときは、借主は、本契約を解除することができます。  

βP61─₈ ₉─ ⅛╠ ╩ ⇔√ ╩↓─ ⌐ ∆╢⁹ 

 

 ─ │ ⌐ ∆╢  

な  し 

 

 │ ╡ ─ ─  

╩  ™ ⌂ ∂  ה ╢ ∏  ⅛℮≤⅛╢∏

╩ ℮   

 

 ┘ ⌐ ∆╢  

    
平成○○ ○○ ○○  

平成○○ ○○ ○○  
２  ０  

 

 

 

⌐ ∆╢  
１ 当該建物賃貸借契約は、現行の借地借家法による従来（普通）型の建物賃貸借です。 

２ 上記契約期間満了のとき、貸主・借主は協議のうえ、本契約を更新することができます。 

 

 ∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢  

 ─ ⌐⅔↑╢ 

─ ⌐ ∆╢  
∕  ─   

  居住用に限り、事業の用途に用いない。 

─   ペットの飼育及びピアノの使用を禁ず。 

 

 ─ ⌐ ∆╢  

 貸主は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で借主に返還しなければなりません。た

だし、貸主は、本物件の明渡し時に賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払い、その他の本契約から生じる借主の

債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができます。 
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 ─  

│  

ⱴfi◦ꜛfi─ ─ ─ ⌐ ∆╢ 46

─ │

─    

○○管理株式会社  代表取締役 中井四郎 

国土交通大臣登録○○○号 

√╢ ─  東京都中野区中野□－□－□（電話 03- 1000- 0001） 

 

й ∕─ ─  

 ⌐ ∆╢ 35 ─  

─ ≢⌂™  

╩ ⇔√ 

┘∕─  

 

 

─ ─  

 

 

  （公社）○○保証協会 

  東京都○○区○○町○－○－○ 

─ 

 

東京都○○区○○町○－○－○ 

（公社）○○保証協会 東京都本部  

╩ ⇔√ 

┘∕─  

東京法務局 

東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 

 

 

ᵑ з─ ⌐≈™≡ 

₈ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ₉─ ⌐│⁸ ⇔─ ⁸ ⁸ ⅎ ─

⌐ ↕╣√ ⌐ ╢ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

ᵒ з─ ⌐≈™≡  

₈ ₉─ ⌐│ ⅛╠ ∆╢ ╩⁸₈ ─ ₉─ ⌐│∕─ ⌐ ≠ↄ ─

╩ ∆╢↓≤⁹   

   

ᵓ з─ ⌐≈™≡ 

₈ ₉─ ⌐│⁸ ⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢ ⌐№∫≡│⁸∕─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

ᵔ з─ ⌐≈™≡ 

₈ ─ ₉─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ─ ─ ╩ ⌐⅔™≡ ⇔√╙─≢№╡⁸

─ ─ ⌐№∫≡│⁸ ─ ⁸ ─ ╩ ⇔≡ ≤ ⅎ╠╣╢ ⌐≈™≡

⌐ ∆╢↓≤⁹ ⁸  

ᵕ и─ ⌐≈™≡ 

₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉─™∏╣⌐ ∆╢⅛╩ ∆╢

↓≤⁹ 

ᵖ ≤╙ ⅜ ™ ⌐│⁸ ⌐ ∂≡ ⌐ ⇔∕╣╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

╩ ⇔≡∕─ ╩ ∆↓≤⁹  
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ẑ טּצּ ︣Ḯ    

 

  

  

קּ   פּ קּ  פּ  
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ẑ טּצּ ︣Ḯ    
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קּ   פּ  
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קּ פּ  
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ẑ טּצּ ︣Ḯ    
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⌐ ╢ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡│⁸ ╟╡⁸

⅜ ↕╣╕⇔√⁹ 

※ＩＴ重説とは 

・宅地建物取引士が行う宅建業法第 35条の重要事項説明を、テレビ会議等のＩＴを活用して行うもの 

・パソコンやテレビ等の端末を利用し、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要 

・書面はあらかじめ送付しておくこと  

※ＩＴ重説を行える不動産取引  

・賃貸借契約に関する取引に限定   
 

 ∕╣⌐ ™⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ≠⅝ ↑╠╣≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ─₈ ה ─

ⅎ ₉ ⌐ ⇔≡ ╡ ╦╣╢ ╡⌐⅔™≡│⁸ ╩ ⇔√ ╩

∫≡ ⇔ ⅎ№╡╕∑╪⁹   

※「解釈・運用の考え方」第３５条第１項関係  

２ 宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にＩＴを活用する場合の取扱いについて 

 宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のＩＴを活用するに当たっ

ては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱う

こととする。 

 なお、宅地建物取引士は、ＩＴを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声

を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明

を再開するものとする。 

（１）宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について

十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができると

ともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。 

（２）宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けよう

とする者にあらかじめ送付していること。 

（３）重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受ける

ことができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明

を開始する前に確認していること。 

（４）宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地

建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。 

 

 ⌂⅔⁸ ⅜⁸ ⌐ ╢ ─ ╕≢─ ╛ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ ╩

⇔≡™╕∆─≢⁸ ⇔ↄ│⁸↓∟╠╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

  ＩＴ重説本格運用（平成２９年度～）  検索  

  http://www.mlit.go.jp/totikensangyo /const/sosei_const_fr3_000046.html  

 

  ＩＴを活用した重要事項説明等に関する取組み  検索    

  http://www.mli t.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html  

参考 賃貸取引に係るＩＴ重説の本格運用と賃貸住宅紛争防止条例の説明 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
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国土交通省が、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図る目的として作

成した、賃貸借契約書のモデル（全文）を使用した場合の例（※青字の部分は記入例です。） 

賃貸住宅標準契約書（平成３０年３月版） 

頭書 

（1）賃貸借の目的物 

─

ה

 

 スカイガーデン新宿 

 
東京都新宿区西新宿□丁目□番地□ 

（住居表示：東京都新宿区西新宿□丁目□番□号スカイガーデン新宿○○○号） 

≡  

 

 

 

 

∕─  

 

 

       

 

昭和○○   

╩ 

    

 

５  

 １５  

 

 ○○○  ╡  ２ LDKהDKהK ꞉fiꜟכⱶ  

 
（壁芯） ４２．９０  ∕╣ ⌐⁸Ᵽꜟ◖♬כ      

             （ 登記簿面積  ３８．８７ ㎡ ） 

 

ה ꜠▬♩ ה ה  

 

◦ꜗ꞉כ 

 

 

 

IH ה ה  

 

ⅎ ↑  

 ◒♇꜡♩כ○

♦☺ CATV ה  

▬fi♃כⱠ♇♩  

ⱷכꜟⱲ♇◒☻ 

Ⱳ♇◒☻ 

 

 

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

 

 

 

 

ガス給湯器（台所、浴室、洗面） 

 

エアコン１機、居間に設置済 

 

 

地デジのみ 

 

 

 

No. 12345 ２ ה  

 

●☻ 

 

 

(   ２０  )▪fiⱭ▪ 

( ה(☻●ⱪ꜡Ɽfiה☻●  

╟╡ ה ה  

( ה ה(  

 

 

Ᵽ▬◒  

 

 

 

 

 

ה╗ ╕⌂™ 

ה╗ ╕⌂™ 

ה╗ ╕⌂™ 

ה╗ ╕⌂™ 

ה╗ ╕⌂™ 

ה╗ ╕⌂™ 

ה╗ ╕⌂™ 

           

           

 １  Ｎｏ．８   

 

 

 

 

 

（2）契約期間 

 平成 ○○    ○    ○ ⅛╠ 
  ２  ０  

 平成 ○○    ○    ○ ╕≢ 

 

⅜ ⇔√ ┘ ( )│⁸ ⱱכⱶⱭכ☺≢↔ ↄ∞↕™⁹

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html  
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（3）賃料等 

ה    

  140,000  

ה ╩ 

 末 ╕≢ 

⁸ 

 

  

 │

  

株式会社○○銀行 

ה  

00000000 

中野 一太郎 

ה  
 5,000  

ה ╩ 

 末 ╕≢ 

 

  
 ２ ⅛  

280,000  

∕─  

 
なし 

  なし 

∕ ─   なし 

 

（4）貸主及び管理業者 

 

( ה )  

  ₔ164- 0011 中野区中央△－△－△ 

  中野 一太郎     03- 0000- 0000 

 

( ה )  

 ₔ164- 0001 中野区中野□－□－□ 

  ○○管理株式会社   03- 1000- 0001 

  1  0000000  

ῃ ≤ ─ ⅜ ⌂╢ │⁸ ─ ╙ ∆╢↓≤⁹ 

─  
  ₔ 

           

 

（5）借主及び同居人 

        

 

東京 太郎 

  ○○  

  

東京 花子 △△  

東京 さくら  □  

    

 ３  

─  
  ₔ202- 0011 西東京市泉町○－○－○ 

  東京 泉一郎   042- 000- 0000  ≤─  父 

 

【連帯保証人型】 

（6）連帯保証人及び極度額  

 
  ₔ202- 0011 西東京市泉町○－○－○ 

  東京 泉一郎   042- 000- 0000   

 1, 740,000円  

【家賃債務保証業者型】 

（6）家賃債務保証業者 

 

 ₔ202- 0011 西東京市泉町○－△－△ 

 西東京賃貸保証株式会社   042- 000- 0000  

 １   ０    
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（契約の締結） 

第 1条 ₈ ₉≤™℮⁹ ┘ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ (1)⌐ ∆╢ ─

₈ ₉≤™℮⁹ ⌐≈™≡⁸ ─ ⌐╟╡ ₈ ₉≤™℮⁹

╩ ⇔√⁹ 

（契約期間及び更新） 

第 2条 │⁸ (2)⌐ ∆╢≤⅔╡≤∆╢⁹ 

2 ┘ │⁸ ─ ⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

（使用目的） 

第 3条 │⁸ ─╖╩ ≤⇔≡ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

（賃料） 

第 4条 │⁸ (3)─ ⌐ ™⁸ ╩ ⌐ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

2 1⅛ ⌐ √⌂™ ─ │⁸1⅛ ╩ 30 ≤⇔≡ ⇔√ ≤∆╢⁹ 

3 ┘ │⁸ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸ ─ ⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │ ⌐ ∆╢ ∕─ ─ ─ ⌐╟╡ ⅜ ≤⌂∫√  

 │ ─ ─ │ ∕─ ─ ─ ⌐╟╡ ⅜ ≤⌂∫√  

 ─ ─ ⌐ ⇔≡ ⅜ ≤⌂∫√  

（共益費） 

第 5条 │⁸ ⁸ ─ ─ ⌐ ⌂ ⁸ ⁸

↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ≡╢√╘⁸ ╩ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

2 ─ │⁸ (3)─ ⌐ ™⁸ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

3 1⅛ ⌐ √⌂™ ─ │⁸1⅛ ╩ 30 ≤⇔≡ ⇔√ ≤∆╢⁹ 

4 ┘ │⁸ ─ ⌐╟╡ ⅜ ≤⌂∫√≤⅝│⁸ ─ ⁸ ╩ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

（敷金） 

第 6条 │⁸ ⅛╠ ∂╢ ─ ≤⇔≡⁸ (3)⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

2 │⁸ ⅜ ⅛╠ ∂╢ ╩ ⇔⌂™≤⅝│⁸ ╩∕─ ─ ⌐ ≡╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

↓─ ⌐⅔™≡⁸ │⁸ ╩ ↑ ∆╕≢─ ⁸ ╩╙∫≡ ─ ⌐ ≡╢↓≤╩

∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 

3 │⁸ ─ ⇔⅜№∫√≤⅝│⁸ ⌂ↄ⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹√∞

⇔⁸ ─ ⇔ ⌐⁸ ─ ⁸ 15 ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ─ ™∕─ ─

⅛╠ ∂╢ ─ ─ ⅜ ∆╢ ⌐│⁸ │⁸ ─ ╩ ⅛╠ ⇔ ™√

╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

4 √∞⇔ ─ ⌐│⁸ │⁸ ⅛╠ ⇔ ↄ ─ ─ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

（反社会的勢力の排除） 

第 7条 ┘ │⁸∕╣∙╣ ⌐ ⇔⁸ ─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 ╠⅜⁸ ⁸ ⁸ ⇔ↄ│↓╣╠⌐ ∏╢ │∕─

⇔≡₈ ₉≤™℮⁹ ≢│⌂™↓≤⁹ 

 ╠─ ╩ ∆╢ ⁸ ⁸ │↓╣╠⌐ ∏╢ ╩™℮ ⅜

≢│⌂™↓≤⁹ 

 ⌐ ─ ╩ ↕∑⁸↓─ ╩ ∆╢╙─≢⌂™↓≤⁹ 

 ╠ │ ╩ ⇔≡⁸ ─ ╩⇔⌂™↓≤⁹ 

 ▪ ⌐ ∆╢ ⌂ │ ╩ ™╢  

 ▬ │ ╩ ™≡ ─ ╩ ⇔⁸ │ ╩ ∆╢  

2 │⁸ ─ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ─ │ ⌐≈⅝⁸ ⌐ ╩ ⇔⁸

│ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

（禁止又は制限される行為） 

第 8条 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ╢↓≤⌂ↄ⁸ ─ │ ⌐≈⅝⁸ ╩ ⇔⁸

│ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

2 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ╢↓≤⌂ↄ⁸ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⇔ↄ│ │

─ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ∫≡│⌂╠⌂™⁹ 

3 │⁸ ─ ⌐ √╡⁸ 1⌐ →╢ ╩ ∫≡│⌂╠⌂™⁹ 

4 │⁸ ─ ⌐ √╡⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ╢↓≤⌂ↄ⁸ 2⌐ →╢ ╩ ∫≡

│⌂╠⌂™⁹ 

5 │⁸ ─ ⌐ √╡⁸ 3⌐ →╢ ╩ ℮ ⌐│⁸ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
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（契約期間中の修繕） 

第 9条 │⁸ ⅜ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹↓─ ─ ⌐

∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╘⌐ ∆═⅝ ⌐╟╡ ≤⌂∫√╙─│ ⅜ ⇔⁸∕─ ─╙─

│ ⅜ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

2 ─ ⌐ ≠⅝ ⅜ ╩ ℮ │⁸ │⁸№╠⅛∂╘⁸∕─ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂

™⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸ │⁸ ⌂ ⅜№╢ ╩ ⅝⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝

⌂™⁹ 

3 │⁸ ⌐ ╩ ∆╢ ╩ ⇔√≤⅝│⁸ ⌐∕─ ╩ ⇔ ─ ⌐≈™≡

∆╢╙─≤∆╢⁹  

4 ─ ⌐╟╢ ⅜ ╦╣√ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⅜ ╘╠╣╢⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ ⅜

⌂ ⌂ↄ ╩ ⇔⌂™≤⅝│⁸ │ ╠ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ─ ⌐ ∆╢

⌐≈™≡│⁸ 1 ⌐ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

5 │⁸ 4 ⌐ →╢ ⌐≈™≡⁸ 1 ⌐ ≠⅝ ⌐ ╩ ∆╢╒⅛⁸ ╠ ℮↓≤⅜≢

⅝╢⁹ ⅜ ╠ ╩ ℮ ⌐⅔™≡│⁸ ⌐ ∆╢ │ ⅜ ∆╢╙─≤⇔⁸ ┼─

┘ ─ ╩ ⇔⌂™⁹ 

（契約の解除）  

第 10条 │⁸ ⅜ ⌐ →╢ ⌐ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ⅜ ─ ╩ ╘≡ ─

╩ ⇔√⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸∕─ ⌐ ⅜ ↕╣⌂™≤⅝│⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜

≢⅝╢⁹ 

 4 1 ⌐ ∆╢  

 5 2 ⌐ ∆╢  

 1 ⌐ ∆╢ ─  

2 │⁸ ⅜ ⌐ →╢ ⌐ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ⅜ ─ ╩ ╘≡ ─ ╩

⇔√⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸∕─ ⌐ ⅜ ↕╣∏⌐ ⌐╟╡ ╩ ∆╢↓

≤⅜ ≢№╢≤ ╘╠╣╢⌐ ∫√≤⅝│⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 3 ⌐ ∆╢ ─  

 8 ⌐ ∆╢ 3 ⌐ ∆╢ ─℮∟⁸ 1 ⅛╠ ⌐

→╢ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 ∕─ ⌐ ∆╢ ─  

3 │ ─ ⌐≈™≡⁸ ─™∏╣⅛⌐ ⇔√ ⌐│⁸∕─ │⁸ ╠─ ╙ ∑∏⇔

≡⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 7 ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔√  

 ⌐ ╠ │ ⅜ ⌐ ⇔√  

4 │⁸ ⅜ 7 2 ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔√ │ 1 ⅛╠ ⌐ →╢

╩ ∫√ │⁸ ╠─ ╙ ∑∏⇔≡⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

（乙からの解約） 

第 11条 │⁸ ⌐ ⇔≡ ⌂ↄ≤╙ 30 ⌐ ─ ╣╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ ╩ ∆╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹ 

2 ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ │⁸ ╣─ ⅛╠ 30 ─ ─ ─

╩ ╗⁹ ╩ ⌐ ℮↓≤⌐╟╡⁸ ╣─ ⅛╠ ⇔≡ 30 ╩ ∆╢ ╕≢─ ⁸

⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

（一部滅失等による賃料の減額等） 

第 12条 ─ ⅜ ∕─ ─ ⌐╟╡ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ⌐⅔™≡⁸∕╣⅜ ─ ╘⌐

∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐╟╢╙─≢№╢≤⅝│⁸ │⁸∕─ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ─ ⌐

∂≡⁸ ↕╣╢╙─≤∆╢⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸ ┘ │⁸ ─ ⁸ ∕─ ⌂

⌐≈™≡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

2 ─ ⅜ ∕─ ─ ⌐╟╡ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ⌐⅔™≡⁸ ∆╢ ─╖≢│

⅜ ╩⇔√ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™≤⅝│⁸ │⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

（契約の終了） 

第 13条 │⁸ ─ ⅜ ∕─ ─ ⌐╟╡ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ⌐│⁸↓╣⌐╟∫

≡ ∆╢⁹ 

（明渡し） 

第 14条 │⁸ ⅜ ∆╢ ╕≢⌐ 10 ─ ⌐ ≠⅝ ⅜ ↕╣√ ⌐№∫≡

│⁸ ∟⌐ ⁸ ╩ ↑ ↕⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

2 │⁸ ─ ⇔╩∆╢≤⅝⌐│⁸ ⇔ ╩ ⌐ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
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（明渡し時の原状回復） 

第 15条 │⁸ ─ ⌐ ™ ∂√ ─ ┘ ─ ╩ ⅝⁸ ╩

⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹√∞⇔⁸ ─ ╘⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐╟╡ ∂√╙─⌐≈™≡│⁸

╩ ⇔⌂™⁹ 

2 ┘ │⁸ ─ ⇔ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ╩ ╘√ │ ╩ ╘⁸ 5

─ ⌐ ≠⅝ ⅜ ℮ ─ ┘ ⌐≈™≡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

（立入り） 

第 16条 │⁸ ─ ⁸ ─ ─ ∕─ ─ ─ ⌐ ⅜№╢≤⅝│⁸№

╠⅛∂╘ ─ ╩ ≡⁸ ⌐ ∟ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

2 │⁸ ⌂ ⅜№╢ ╩ ⅝⁸ ─ ⌐ ≠ↄ ─ ╡╩ ∆╢↓≤│≢⅝⌂™⁹ 

3 ⌐⅔™≡ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ │ ╩ ╡ ↑╟℮≤∆╢ ⅜ ╩∆

╢≤⅝│⁸ ┘ ╩∆╢ │⁸№╠⅛∂╘ ─ ╩ ≡⁸ ⌐ ∟ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

4 │⁸ ⌐╟╢ ╩ ∆╢ ⅜№╢ ∕─ ─ ─ ⅜№╢ ⌐⅔™≡│⁸№╠⅛

∂╘ ─ ╩ ╢↓≤⌂ↄ⁸ ⌐ ∟ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸ │⁸ ─

⌐ ∟ ∫√≤⅝│⁸ ╡ ∕─ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

【連帯保証人型】 

（連帯保証人） 

第 17条 ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ≤ ⇔≡⁸ ⅛╠ ∂╢ ─ ╩ ∆╢

╙─≤∆╢⁹ ⅜ ↕╣√ ⌐⅔™≡╙⁸ ≤∆╢⁹ 

2 ─ ─ │⁸ (6) ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ≤∆╢⁹ 

3 ⅜ ∆╢ ─ │⁸ │ ⅜ ⇔√≤⅝⌐⁸ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

4 ─ ⅜№∫√≤⅝│⁸ │⁸ ⌐ ⇔⁸ ⌂ↄ⁸ ┘ ─ ╛ ─ ⁸

─ ⁸ ─ ≡─ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹  

【家賃債務保証業者型】 

（家賃債務保証業者の提供する保証） 

第 17条 (6)⌐ ∆╢ ─ ∆╢ ╩ ∆╢ ⌐│⁸

⅜ ∆╢ ─ ⌐≈™≡│ ⌐ ╘╢≤↓╤⌐╟╢╙─≤⇔⁸ ┘ │⁸ ≤ ⌐

╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ╠⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

（協議） 

第 18条 ┘ │⁸ ⌐ ╘⅜⌂™ ┘ ─ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ∂√

│⁸ ∕─ ─ ┘ ⌐ ™⁸ ╩╙∫≡ ⇔⁸ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

（特約条項） 

第 19条 18 ╕≢─ ⌐⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

 

 
⅜№╣┌⁸ ⌐╟╡ ⅜ ∆╢ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹   

中野 一太郎       

東京 太郎        
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1 8 3  

 ⁸ │ ⁸ ╩ ∆╢ ⌂ ╩ │ ∆╢↓≤⁹ 

 ─ ∕─ ─ ─ ⅝⌂ ╩ ⇔⁸ │ ⅎ ↑╢↓≤⁹ 

 ╩ ↕∑╢⅔∕╣─№╢ ╩ ∆↓≤⁹ 

 ≢♥꜠ⱦ⁸☻♥꜠○ ─ ⁸Ⱨ▪ⱡ ─ ╩ ℮↓≤⁹ 

 ⁸ ─ ╠⅛⌐ ⌐ ╩⅛↑╢ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ╩⁸ ─ ∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 │ ─ ⌐⅔™≡⁸ ⇔ↄ ⇔ↄ│ ⌂ ╩ ™⁸ │ ╩ ∆↓

≤⌐╟╡⁸ ─ │ ⌐ ╩ ⅎ↕∑╢↓≤⁹ 

 ⌐ ╩ ↕∑⁸ │ ⇔≡ ╩ ╡↕∑╢↓≤⁹ 

 

 

 

2 8 4  

 ⁸ ─ ⌐ ╩ ↄ↓≤⁹ 

 ⁸ ─ ⌐ ⁸ⱳ☻♃כ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ─ ⁸ ≢№∫≡ ╠⅛⌐ ⌐ ╩⅛↑╢⅔∕╣─⌂™ ─ ⁸ ─

1 ⌐ →╢ ╩ ↄ⁹ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 

 

 

3 8 5  

 (5)⌐ ∆╢ ⌐ √⌂ ╩ ╩ ↄ⁹ ∆╢↓≤⁹ 

 1⅛ ⇔≡ ╩ ⌐∆╢↓≤⁹ 

 

 

 

4 9 5  

ⱥꜙכ☼─ ⅎ ─Ɽ♇◐fi⁸◖ⱴ─ ⅎ 

─◗ⱶ ⁸ ─ ⅎ ⁸ ─ ⅎ 

∕─ ⅜ ⌂   

  

  



 

 - 62 - 

5 15  

ₒ ─ ⌐≈™≡ₓ 

─ │⁸ и─₈ ≤⇔≡─ ₉⌐╟╢ │⁸ ─ ⌐ ∆

╢ ─ ─ ⅎ ⌐╟╡╕∆⁹∆⌂╦∟⁸ 

─ ה ה ⁸ ⁸∕─ ─ ╩ ⅎ╢╟℮⌂ ⌐╟╢ ⌐

≈™≡│⁸ ⅜ ∆═⅝ ≤⌂╢⁹⌂⅔⁸ ─ ⌐╟╢ ⁸ ─ ⌂≥

≤ ⌂ ⅜╙√╠⇔√ ⌐≈™≡│⁸ ⅜ ∆═⅝╙─≢│⌂™⁹ 

ה ה ─ ⌂ ה ┘ ─ ─ ⌐╟╡ ∏╢

⌐≈™≡│⁸ ⅜ ∆═⅝ ≤⌂╢ 

╙─≤⇔╕∆⁹ 

∕─ │⁸ ─₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉⌐⅔™

≡ ╘╠╣√ 1 ┘ 2─≤⅔╡≢∆⅜⁸∕─ │⁸ з─≤⅔╡≢∆⁹ 
 

з ─  
√∞⇔⁸ 90 ┘⌐ 8 ⁸ 8 ─ 2⁸ 9 ┘ 10 ⌐ ⇔⌂™ ⌐ ⇔≡⁸

и─₈ ≤⇔≡─ ₉─ ⅜№╢ │⁸∕─ ⌐╟╡╕∆⁹  

 

ה 1  ─  
─ ≤⌂╢╙─ ─ ≤⌂╢╙─ 

ₒ ≤⌂♩♇Ɑכ◌ה◓fiꜞכ꜡ⱨה ₓ 

1. ─ ⇔⁸ ⅎ ⌐ ⇔≡⌂™⅜⁸ ─

─√╘⌐ ℮╙─  

2. ⱨ꜡כꜞfi◓─꞉♇◒☻⅜↑ 

3. ─ ⌐╟╢ Ɑ♇♩─┼↓╖⁸כ◌⁸  

4. ─ ⁸ⱨ꜡כꜞfi◓─ ∟ ⁸

⌐╟╢ ╡⌂≥≢ ⇔√╙─  

⌐♩♇Ɑכ◌ .1 ╖ ╩↓╓⇔√↓≤⌐╟╢◦Ⱶ⁸◌ⱦ ↓

╓⇔√ ─ ╣ ─  

2. ─◘ⱦ ◘ⱦ╩ ⇔⁸ ⌐ ─ ╩

ⅎ√  

3. ≢ ∂√ ∫⅛⅝◐☼ 

4. ⱨ꜡כꜞfi◓─ ∟ ─ ≢ ⅜ ⅝ ╪∞↓

≤⌂≥⌐╟╢╙─  

ₒ ⁸ ◒꜡☻⌂≥ ₓ 

1. ♥꜠ⱦ⁸ ─ ─ ∏╖ ™╦╝╢

ꜘ◔  

2. ⌐ ∫√ⱳ☻♃כ╛ ─  

3. ─ ⁸Ⱨfi ─ Ⱳכ♪─ ⅎ│

⌂ ─╙─  

4. ◄▪◖fi ⌐╟╢ ─ⱦ☻ ⁸  

5. ◒꜡☻─ ⌂≥─ ⌐╟╢╙─  

1. ⅜ ─ ╩ ∫√√╘─ ─ ╣ ─

╣⅜ ↄ⁸☻☻╛ ⅜ ⇔≡™╢  

2. ⅜ ╩ ⇔√↓≤≢ ⇔√◌ⱦ⁸◦Ⱶ ⌐

╙∑∏⁸⅛≈⁸ ⅝ ╢⌂≥─ ╣╩ ╡⁸ ╩

↕∑√  

╠⅛כꜝכ◒ .3 ╣⇔⁸ ⅜ ⇔√√╘ ⅜  

4. ♃Ᵽ◖ ─ꜘ♬⁸ ™ ⌐╟╡◒꜡☻ ⅜ ⇔√

╡⁸ ™⅜ ⇔≡™╢  

5. ─ↄ⅞ ⁸Ⱡ☺ ╩⅛↑╢√╘⌐№↑√╙─

≢⁸ Ⱳכ♪─ ⅎ⅜ ⌂ ─╙─  

6. ⅜ ⌐ ≈↑√ ─  

7. ⅝ ─ ⌐╟╢  

ₒ ⁸ ⁸ ₓ 

1. ─ ⅎ ⌐ │⇔≡⌂™⅜⁸ ─

─√╘⌐ ℮╙─  

2. ≢ ⇔√●ꜝ☻ 

3. ╡●ꜝ☻─ ⌐╟╡ ⌐ ⇔√╙

─  

1. Ɑ♇♩⌐╟╢ ─◐☼⁸ ™ Ɑ♇♩⌐╟╢ ⁸◒

꜡☻ ⌐◐☼⅜ ™√╡⁸ ™⅜ ⇔≡™╢  

2. ⅝ ─ ⌐╟╢  

ₒ ⁸∕─ ₓ 

1. ⌐╟╢ ─Ɫ►☻◒ꜞכ♬fi◓ ⅜

─ ╩ ⇔≡™╢  

2. ◄▪◖fi─ ─ ™⌂≥⅜ ⇔≡™

⌂™  

꜠▬♩ה .3  

4. ⁸ ─ ⅎ │⇔≡™⌂™⅜⁸

─ ─√╘⌐ ℮╙─  

5. ─ ⅎ ⁸ ─⌂™  

6. ─ ⁸ ─ ⌐╟╢╙─  

1. ●☻◖fi꜡ ⅝ ⁸ ─ ╣⁸∆∆ ⅜ ה

╣╩ ∫√ ⅜ ∂√  

2. ⁸♩▬꜠⁸ ─ ⁸◌ⱦ ⅜ ה

╣╩ ∫√ ⅜ ∂√  

3. ─ ⌂ ╣ │ ⌐╟╢ ─  

4. ─ │ ⌐╟╢ ⅎ 

5. ─ ⌐ ™ ∫√  
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 2 ─  
 

 
─  ─  

 

─

 

 

 

⅜ ─ │∕─

⇔⅛ ⅎ⅛│⁸ ─ ⌐╟╢  

 

│ ⇔⌂™⁹ 

 ♩♇Ɑכ◌

◒♇◦ꜛfiⱨ꜡

▪ 

⅜ ─ │⁸  

▪꜡fiⱨꜛ◦♇◒ה♩♇Ɑכ◌ה  

6 ≢ 1 ≤⌂╢╟℮⌂

╩ ∆╢⁹ 

ⱨ꜡כꜞfi◓ 
 

⅜ ─ │⁸  

ⱨ꜡כꜞfi◓  

│ ╩ ⇔⌂™ 

ⱨ꜡כꜞfi◓ ⌐╦√╢ ⅜№

╡⁸ ╡ ⅎ╢ │⁸ ─

≢ 1 ≤⌂╢╟℮⌂ ╩

∆╢⁹  

ה

◒
꜡
☻

 

─

 

◒꜡☻  

⅜ ╕⇔™⅜⁸ ⅜ ⇔√ ╩

╗ ╕≢│ ⅎ ╩ ≤

⇔≡╙╛╗╩ⅎ⌂™≤∆╢⁹ 
₡◒꜡☻₢  

6 ≢ 1 ≤⌂╢╟℮⌂

╩ ∆╢⁹ ♃Ᵽ◖ ─ 

ꜘ♬⁸ ™ 

⌐╟╡ ⌐⅔™≡◒꜡☻

⅜ꜘ♬≢ ⇔√╡ ™⅜ ⇔√

─╖⁸ ◓fi♬כꜞ◒─ │ ⅎ

╩ ≤∆╢↓≤⅜ ≤ ⅎ╠╣

╢⁹ 

ה

  

─

 

 1  
⁸  

│ ⇔⌂™⁹ 

 1  
⁸ ─ ⁸  

│ ⇔⌂™⁹ 

ה
∕
─

 

─ 

 

 ⁸  

 

≢ 1 ≤⌂╢╟

℮⌂ ( │ )╩ ⇔⁸ ╩

∆╢⁹ 

─  

 
 

─ │⁸◦ꜞfi♄כ─ ╙ ╗⁹ 

─ ─ │⁸ │ ⇔⌂

™⁹ ╩ ≤∆╢⁹ 

─ β 

 ◓fi♬כꜞ◒

β ─ ╛

─ ╩

∫√ ─╖ 

↔≤⁸ │  

│ ⇔⌂™⁹ ≤⌂╢─

│⁸ ─ ╩ ⇔≡™⌂™ ≢⁸

│⁸ ─ ╩

≤∆╢⁹ 

 

─ ≤ 6 ┘ 8 ⁸ ─  

⅜№╢

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150  
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 3  

⌐ ∂≡⁸ ⌐₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉╩ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

   

 フローリング ㎡ ○○○円 

ה  
壁（クロス） 

天井（クロス） 

㎡ 

㎡ 

○○○円 

○○○円 

ה  

窓（ガラス・枠） 

室内ドア・扉 

柱 

枚 

枚 

箇所 

○○○円 

○○○円 

○○○円 

ה
∕
─

 

    

ה     

    fi♅♇◐ה

ה     ꜠▬♩ה

∕─     

β↓─ │⁸№ↄ╕≢╙ ≢№╡⁸ ⌐⅔↑╢ ה ≢ ─ ╩ ∆╢√╘─╙─≢∆⁹ 

β ∫≡⁸ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ╛ ─ ⁸ ─ ╛ ╩ ⇔≡⁸    ה

≢ ⇔√ ≢ ╩ ∆╢↓≤≤⌂╡╕∆⁹ 

 

и ≤⇔≡─  
⌐ ∆╢ ─ │ ─≤⅔╡≢∆⅜⁸ │⁸ ≤⇔≡⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─

≤∆╢↓≤⌐ ⇔╕∆ √∞⇔⁸ 90 ┘⌐ 8 ⁸ 8 ─ 2⁸ 9 ┘ 10

⌐ ⇔⌂™ ⌐ ╡╕∆ ⁹  
│⁸ │ ⅜ ∆═⅝╙─≢№╢ ╩⁸ ⌐ ⅜ ∆╢↓≤≤∆╢ ⁹  

   

 

 

 

ה ⅜№╣┌⁸ ⌐╟╡ ⅜ ∆╢ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹                                           

 

 中野 一太郎       

東京 太郎        
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【連帯保証人型】 

≤ │⁸ ⌐≈™≡ ─≤⅔╡ ╩ ⇔⁸      

╕√ ≤ │⁸ ─≤⅔╡ ─ ⌐≈™≡ ╩ ⇔√↓      

≤╩ ∆╢√╘⁸ ３ ╩ ⇔⁸ 丙 ─ ⁸ ∕─ 1 ╩ ∆╢⁹ 

 

【家賃債務保証業者型】 

≤ │⁸ ⌐≈™≡ ─≤⅔╡ ╩ ⇔√↓      

≤╩ ∆╢√╘⁸ ２ ╩ ⇔⁸ ─ ⁸ ∕─ 1 ╩ ∆╢⁹ 

 

 

 ○○   ○   ○  

 

   ₔ164- 0011  中野区中央△－△－△ 

 中野 一太郎         ○印  

         03- 000- 0000 

 

   ₔ202- 0011  西東京市泉町○－○－○ 

 東京 太郎          ○印  

 042- 000- 0000 

 

【連帯保証人型】 

   ₔ202- 0011  西東京市泉町○－○－○ 

    東京 泉一郎         ○印  

 042- 000- 0000 

         1,740,000 円  

  

 

     ₡ 東京都 ₢ ה  ３ ○○○○○  

    

   

 〒160- 0000 新宿区西新宿○－○－○ 

   

 株式会社○○不動産 

   

  新 宿  一 郎  ○印   

   

   ₡東京都₢  ００００００  

 

  渋 谷  次 郎  ○印  
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《賃貸住宅標準契約書 作成にあたっての注意点》 
 

頭書関係 

─ ⌐ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ∆╢ ─⌂™ ⌐│₈Ί₉╩ ⇔≡ↄ∞↕

™⁹ 

(1)  

ᵑ₈ ₉ ─ ủủⱴfi◦ꜛfi⁸ủủ ⌂≥ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵒ₈ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵓ₈ ≡ ₉ ∆╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹ 

₡ ─ ₢ 

▬ ΝΝ1 ─ ⌐ 2 ─ ⅜№╡ ה ╩ ⇔≡™╢╙─╛⁸2 ─

╩ ⌡≡ ≡√╙─⁹ ⅜ ≢⁸2 ⌐ 2 ─ ⅜№╢⁸™╦╝╢₈→√┌

⅝ ₉╙ ╕╣╕∆⁹ 

꜡ ΝΝ2 ─ ╩ 1 ⌐ ≡ ⌡√╙─≢⁸ ⅜ ╩ ⌐⇔⁸∕╣∙╣ ₁

⌐ ┼─ ╩ ⇔≡™╢╙─⁹™╦╝╢₈♥ꜝ☻Ɫ►☻₉╙ ╕╣╕∆⁹ 

Ɫ ΝΝ1 ≈─ ⅜ 1 ≢№╢╙─ 

♬ ∕─ ΝΝ▬ Ɫ─≥╣⌐╙ ≡│╕╠⌂™╙─≢⁸ ⅎ┌⁸ ╛ ─ ⅜ ≤⌂

∫≡™╢╟℮⌂ ╩™™╕∆⁹ 

ᵔ₈ ₉ ⁸ ─ ∆╢ ⌐ủ╩≈↑⁸ ─ ⅜ ⌐№╢⅛≢│⌂ↄ⁸ 

⅜ ≡⅛⁹ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₡ ─ ₢ 

▬ ΝΝ ⁸ ⁸ ⁸│╡⁸ │ ╩™℮⁹ ⅜ ─╙─ 

꜡ ΝΝ◌♇◖ ⌐⁸ ⌐ ∆╢ ≢ ↕╣≡™╢

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵕ₈ ₉ ⌐№╢ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵖ₈ ₉  

10 ⁸ 

─ │  

 

 

60 ⁸ 20 ⌐ 

─ ╩  

 

 

₡ ─ ₢ 

ΝΝ ה 2 14 ⌐ ∆╢₈ ₉≢№╡⁸ ─    

₈ ₉─ ⌐≈™≡ ℮ ─ ⁹ ≤⇔≡│⁸₈ ⁸        

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ≢⌂™ ╡ ⁸ ⁸≈↑ ⁸           

→ ⁸ ─ ⁸ ⁸└↕⇔⁸ ⌂ ⁸ ∕─ ↓╣╠⌐ ∆╢      

─ ╩ ↄ⁹ ₉⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ᵗ₈ ╡₉  

   ќ  3 ה ה ꞉fiꜟכⱶ  

꞉fiꜟכⱶ ќ   ה ה ꞉fiꜟכⱶ  

 ќ  2 ה ה ꞉fiꜟכⱶ ⱶכꜟ☻ⱦכ◘ ╡ 

₡ ─ ₢ 

▬   ΝΝ  

꜡  ΝΝ ≈─ ⅜ ≤ ╩ ⌡≡™╢╙─ 

Ɫ ΝΝ ≈─ ⅜ ≤ ≤ ╩ ⌡≡™╢╙─ 

ᵘ₈ ₉ Ᵽꜟ◖♬כ╩ ™√ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹Ᵽꜟ◖♬כ⅜№╢ ⌐│⁸

─ ─╟℮⌐◌♇◖╩ ↑≡∕─ ⌐Ᵽꜟ◖♬כ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

Ᵽꜟ◖♬כ╩ ™√   50  

Ᵽꜟ◖♬כ─   10  

ќ 50 ∕╣ ⌐⁸Ᵽꜟ◖♬10כ   

10  

╩ 

ΊΊ  

  

60  

╩ 

20  
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ᵙ₈ ₉ ⌂≥─ ─ ∆╢╙─⌐ủ╩≈↑⁸ ⌐ ™≡⅔ↄ═⅝ ─

⁸ ⁸ ⌂≥ ⅜№╣┌ ─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈♩▬꜠₉ ₈ ה ₉─ ∆╢ ⌐ủ╩≈↑⁸₈ ה ₉─≥∟╠⅛⌐╙ủ╩≈

↑≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉ ╛ ⅜№╢ │∕─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉ ─ │ ╛ Ɽfi─ ⌂≥╩ ⇔≡ↄ

∞↕™⁹ 

₈ ⅎ ↑ ₉: ⅜ ⅎ ↑≡№╢ ⁸ ─ ╛ ⌂≥╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₉◒♇꜡♩כ○₈ ─◒♇꜡♩כ○ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ♦☺ CATV ₉ה ∆╢ ⌐ủ╩≈↑⁸∕─ ⅝⅜№╢ │ ⇔≡ↄ

∞↕™⁹ 

₈▬fi♃כⱠ♇♩ ₉ CATV⁸ ⁸ADSL ╛ ─ ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ⱷכꜟⱲ♇◒☻₉ ⱷכꜟⱲ♇◒☻─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ Ⱳ♇◒☻₉ ─♪כ◌│ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉ ≤ ╩◌♇◖─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉─ ╩◌♇◖─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╩ ↑≡™⌂™ ⌂≥≢ ™≡⅔ↄ↓≤⅜ ⌂╙─ ⅜№╣┌⁸₈ ₉─

─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

ᵚ₈ ₉ ⌐≈⅝⁸ ─ ≤⌂∫≡™╢ │₈ ╗₉⌐ủ╩≈↑⁸

─ ≤⌂∫≡™⌂™ │₈ ╕⌂™₉⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ⌐ ™≡⅔ↄ═⅝

─ ⁸ ─ ⌂≥ ⅜№╣┌ ─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉⌐│ ≤ ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈Ᵽ▬◒ ₉⌐│ ≤ ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉⌐│ ≤ ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐≈⅝⁸ ≤│ ⌐ ╩∆╢ ⌐│⁸ ─₈ ╕⌂™₉⌐ủ╩≈↑⁸

─ ⌐₈ ₉≤ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╩ ↑≡™⌂™ ≢ ™≡⅔ↄ↓≤⅜ ⌂╙─⅜№╣┌⁸₈ ₉─ ─

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

(2)  

₈ ₉ ╩ ∆╢ ≤ ⅜ ≤⌂╢ ≤⅜ ⌂╢ ⌐│⁸ ⅜ ≤⌂╢ ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

(3)  

ᵑ₈ ₉ ה ─ ∆╢ ⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹ 

₈o ₉ │ ─ │⁸ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

₈ ₉─ ─ ה ─ ∆╢ ⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹ ∑≡⁸₈

₉─ ─ ה ─ ∆╢ ⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵓ₈∕─ ₉ ─∕─ ⌐≈™≡ ╩∆╢ │⁸ 19 ─ ─ ⌐

─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸↓─ ⌐⁸∕─ ─ ⁸ ⌂≥╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ᴖ ₉ ≤│ ⌐ ─ ╩ ∆╢ │⁸↓─ ⌐∕─ ─ ⁸

⌂≥╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵕ₈∕─ ₉ ₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈∕─ ₉⁸₈ ₉─ ⌐

∆╢ ─ ─ ╩ ℮ ─ ╩ ⅜ ⇔≡ ⇔≡

⌐ ℮ │⁸↓─ ⌐∕─ ⁸ ⌂≥╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

(4)  

₈ŋ ₉ ─ ╩ ⌐ ⇔≡™╢ ⁸ ─₈ ₉⁸₈ ₉⁸

₈ ₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⅜₈ ₉─ ╩ ∫≡™╢

│∕─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ ⅜₈ ₉≤⇔≡⁸ ─ ╩ ∫≡™╢ │⁸ ─₈ ₉⁸₈ ₉⁸

₈ ₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₡ ─ ₢ 

ΝΝ ה ─ ⌐ ⇔≡ ╩ꜟכꜟ─ ↑╢↓≤≢⁸∕

─ ─ ⌂ ╩ ⇔⁸ ≤ ─ ─ ╩ ╢√╘─ ⌐╟╢

─ ≢∆⁹ 23 12 ⁹ 

ᵒ₈ ─ ₉ ≤ ─ ⅜ ⌂╢ ⁸ ─₈ ₉⁸₈ ה

₉⁸₈ ₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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(5)  

ᵑ₈ ₉ ─ ⅛╠⁸ ≤ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵒ₈ ₉ ∆╢ ─ ≤ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵓ₈ ─ ₉ ⁸ ─ ⌂≥⁸ ╛ ⅜ ⌐ ⌐ ╩ ╣╢≤

↓╤╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ─ ⌐│⁸ ⌐ ╩ ╢↓≤─╒⅛⁸ ─ ה

⁸ ╛ ┼─ ╩ ∆╢↓≤╙ ↕╣╢√╘⁸ ⌐ ╩⇔≡⁸

─ ⌐⌂∫≡╙╠℮↓≤╛↓╣╠─ ╩ ∆╢ ╙№╢ ╩ ⅎ≡⅔ↄ↓≤⅜ ╕⇔™

≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

 

【連帯保証人型】 

( 6)  

ᵑ₈ ₉ ─ ⁸ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵒ₈ ₉ ⅜ ∆╢⁸ ─ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─

⌐≈™≡│⁸₈ ─ ─ ⅛ ₉⁸₈ ─ ─ ⅛ ₉⁸

₈ ₉ ⅜ ⅎ╠╣╕∆⁹⌂⅔⁸ │ ─ ⅜№∫≡╙ ╦╢╙─≢│⌂ↄ⁸ ─

⅜ ↕╣╕∆⁹  

【家賃債務保証業者型】  

( 6)    

  ─₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

⅜₈ ₉─ ╩ ∫≡™╢ ⌐│∕─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₡ ─ ₢ 

ה ⌐ ⇔≡ ╩ꜟכꜟ─ ↑╢↓≤≢⁸∕─

─ ⌂ ╩ ⇔⁸ ≤ ─ ─ ╩ ╢√╘─ ⌐╟╢ ─

≢∆⁹ 29 10    

 

条文関係 

 

ₒ 8 │ ↕╣╢ ₓ 

1 √∞⇔⁸ ⅛╠ ⌐ →╢ │ ↄ ⁸ 2 ┘ 3 │⁸ ⌐

∂≡⁸ ⁸ ⁸ ┘ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

∆╢ ⌐│⁸ ∆╢ ╩ ≢ ⇔≡ √⌂ ╩ ⇔⁸∕─ ⌐ ≤ ≤

⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ↕╣≡™╢ ─ ─ ⌐ ⇔⁸ ⇔√ ↔≤⌐⁸

─ ⌐ ≤ ≤⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

∆╢ ⌐│⁸ ∆╢ ╩ ≢ ⇔⁸∕─ ⌐ ≤ ≤⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

ₒ 9 ─ ₓ 

4 │⁸ ⌐ ∂≡⁸ ⁸ ⁸ ┘ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

∆╢ ⌐│⁸ ∆╢ ╩ ≢ ⇔≡ √⌂ ╩ ⇔⁸∕─ ⌐ ≤ ≤

⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ↕╣≡™╢ ─ ─ ⌐ ⇔⁸ ⇔√ ↔≤⌐⁸

─ ⌐ ≤ ≤⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

∆╢ ⌐│⁸ ∆╢ ╩ ≢ ⇔⁸∕─ ⌐ ≤ ≤⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

ₒ 15 ⇔ ─ ₓ 

5₈з- 3 ₉│⁸ ─ ⌐ ∂≡⁸ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

≤ │⁸ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ╩ ⌐ ∆╢√╘⁸№ↄ╕≢╙ ≤⇔≡⁸

⌂₈ ₉⌐≈™≡⁸ ⌂ ╡ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

⌐│⁸ ⅜ ∆╢≤ ╦╣╢ ⁸№╢™│⁸№╠⅛∂╘ ╩ ⇔≡⅔⅝√™⁸ ∫

≡⅔⅝√™ ⌐≈™≡⁸₈ ₉⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌂ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ∆₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉

3₈ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ₉─з- 3₈ ₉╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌂⅔⁸ ≢ ⇔≡™╢ ─ ╩ ∆╢↓≤╙ ≢∆⁹ 

╩ ⇔√ │⁸∕─ ≤ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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─ ≤⇔≡ ╘╢ ⅜№╢ ⌐│⁸ 5₈и ≤⇔≡─ ₉ ⌐ ⇔⁸

↔≤⌐⁸ ─ ⌐ ≤ ⅜ ⇔⁸ ⌐ ⌐ ≤ ⅜ ∆╢↓≤⅜ ╕

⇔™≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

─ ≤⇔≡⁸ ─ ╩ →╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

ה ≢─Ɑ♇♩ ╩ ╘╢ ╦╡⌐⁸ ◒꜡☻─ ╩ ─ ≤∆╢  

 

₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉ 3₈ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢ ₉з  ₈ ₉  

 

      

   ◓fi♬כꜞ◒

ה

∕

─

 

ה

 

♅ ꜗ▬ⱶ fi▬ה   כ♃

ⱱfi 
  

    ♪▪─    

 

◒♇◦ꜛfiⱨ꜡▪      
ⱨ꜡כꜞfi◓   ↑   

      

♩♇Ɑכ◌       

      

      

ה

 

◒꜡☻    

ה

◐

♇

♅

fi 

   ꜡fi◖☻●ה

◒꜡☻       
ה╣       

   ⇔    

      

 

ה☻ꜝ●       
ה       

      
      

ה▪♪       
   ꜟכ꜠fi♥כ◌

ה

ה

♩

▬

꜠ 

   
כ♃♇ꜗ◦    ◦ꜗ꞉כ   

      
╡   ◒◘ꜞ ┘◗ⱶ    

♪▪      

      

      

ה

∕

─

 

 

   ┘    

ה       
☻▬♇♅      
◖fi☿fi♩   Ɽfi   
◄▪◖fi   ♃○ꜟ ↑   

♥꜠ⱦ    ⱭכⱤכⱱꜟ♄כ   
      

Ᵽꜟ◖♬כ      
⇔       

      
      

β↓─ │⁸№ↄ╕≢╙ ≢№╡⁸ ⌐⅔↑╢ ה ≢ ─ ╩ ∆╢

√╘─╙─≢∆⁹ ∫≡⁸ ⌐⅔™≡⁸ ─ ╛ ─ ⁸ ─ ╛

╩ ⇔≡ ≤⌂╢ ⅜№╡╕∆⁹ 
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【連帯保証人型】 

ₒ 17 ₓ   

6 ⌐ ╩ ─ ≢⁸ ⅜ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ≤

⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─ ⌐≈™≡│⁸₈ ─ ─ ⅛ ₉⁸

₈ ─ ─ ⅛ ₉⁸₈ ₉ ⅜ ⅎ╠╣╕∆⁹⌂⅔⁸ │ ─ ⅜№∫≡╙

╦╢╙─≢│⌂ↄ⁸ ─ ⅜ ↕╣╕∆⁹  

 

ₒ 19 ₓ 

⌐ ≤⇔≡ ╘╢ ╩ ⇔⁸ ↔≤⌐⁸ ─ ⌐ ≤ ⅜ ⇔⁸ ⌐

⌐ ≤ ⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

─ ≤⇔≡⁸ ─ ╩ →╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

ᵑ ≢─Ɑ♇♩ ╩ ⇔≡™╢ ⌐≈™≡⁸Ɑ♇♩─ ╩ ╘╢ ⁸∕─

8  

ᵒ ─ ╩ ╘╢ ⁸∕─ ⅝ 3  

ᵓ ─ ⅜№╢ ⁸∕─   

 

 

₄ ₅ 

(1)  8 1  

(2)  8 1  

(3)  8 2  

(4) 2 ⌐ →╢ ─  

8 4  
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《賃貸住宅標準契約書 解説コメント》 
 

─ │⁸₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉⅛╠ ↕╣≡™╢⁹ 

 

図 賃貸住宅標準契約書の構成 
 

【頭書部分】 

⌐⅔™≡│⁸ ─ ─ ⁸ ┘ ─ ⁸ ⁸ ⁸

┘ ─ ┘⌐連帯保証人の氏名及び極度額【←家賃債務保証業者型は、家賃債務保

証業者の商号（名称）】 ╩ ≢⅝╢╟℮⌐⁸ ╩ ↑≡™╢⁹↓╣│⁸ ╩

⅜ ⇔≡ ⅝ ╗↓≤⌐╟╡⁸ ─ ╩ ⌐↕∑⁸ ╣╩ ←↓≤≤№╦∑≡⁸

─ ⌂ ─ ╩ ╣╢╟℮⌐∆╢ ≢№╢⁹ 

┼─ ⌂ ⌐≈™≡│⁸₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ╩ ↕╣√

™⁹ 

 

【本条】              β ⌐ ∆ ─ │ ─╙─≢№╢⁹ 

1 契約の締結（第 1条） 

│⁸ ─ ╩ ⇔√╙─≢№╢⁹ │ ≢№╡⁸ ╖≤

─ ─ ⌐╟∫≡ ∆╢⅜⁸ │ ⌐≈™≡ ⅜ ∂⌂™╟℮ ⌐╟╢

╩ ℮↓≤⅜ ≢№╢⁹∕─ ⁸ ─ ⅛╠⁸ │ ⅜ ∆╢ ⌐│

≤╙ ⇔≡ ⌂ ╩ ℮↓≤⁸ │ ⁸ ╩ ⇔√ ≢

⌐ ∆╢ ⌂ ╩∆╢↓≤⁸ │ ╩ ∫√ ≢ ─ ⅞╩

⌂ↄ ℮↓≤⁸ │ ⌂ↄ ⌐ ה ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠╣╢⁹ 

 

2 契約期間及び更新（第 2条） 

ₒ 1 ₓ ╩ (2)⌐ ╘╢ ⅛╠ ╕≢─ ≤∆╢↓≤≤⇔≡⅔╡⁸ ≤⇔≡

│⁸↓─ │ ⌐ ⇔≡ ⌐ ≠ↄ ╩ ⇔⁸ ╩ ℮↓≤≤⌂╢⁹ 
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ₒ 2 ₓ │ ─ ⌐╟╡ ∏ ∆╢╙─≢│⌂ↄ⁸ ─ ⌐╟╡

⅜ ≢⅝╢↓≤╩ ⌐ ⇔≡™╢⁹ 

 

3 使用目的（第 3条） 

│₈  ╩ ↄ⁹ ₉─ ⌐ ╢ ≢№╢↓≤⅛╠⁸ ╩

₈  ─  ₉─╖⌐ ∫≡™╢⁹ 

√∞⇔⁸ ╩∆╣┌⁸ ⇔≈≈⁸ ∑≡ ─ ⌐ ∆╢↓≤╙ ≢№╢⁹ 

ќ 19  19  

ќ ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 19 ₓ  

 

4 賃料（第 4条） 

ₒ 1 ₓ │⁸ (3)⌐ ∆╢≤⅔╡⌐ ╩ ℮↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ⌐╟╡ ─ ⌐ ∂√ ╩ ℮ ╩ ⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸

─ ─ ⌐≈™≡│⁸₈ ─ ─ ≤∆╢↓≤₉≤₈ ⌐ ─ ≤∆╢↓≤₉

─ ≈─ ⅜ ⅎ╠╣╢⅜⁸ ⅜№╢ ≢№╢↓≤⅛╠⁸₈ ⌐ ─ ≤

∆╢↓≤ 1⅛ 30 ₉≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 3 ₓ │⁸ ≢№∫≡╙ 3 ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢ ⌐⁸ ≢

─ ⁸ ≢⅝╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

 

5 共益費（第 5条） 

ₒ 1 ₓ │ ─ ⁸ ─ ⌐ ⌂ ⌐ ∆╢

⁸ ⁸ ≤⇔≡ ⅜ ⌐ ℮╙─≢№╢⁹⌂⅔⁸ ≡

⌐≈™≡│⁸ │⁸ │ ⇔⌂™⁹ 

ₒ 2 ₓ │⁸ (3)⌐ ∆╢≤⅔╡⌐ ╩ ℮↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 3 ₓќ 4 4 ₒ 2 ₓ  

ₒ 4 ₓ ─ ⌐ ⌂ ⌐ ⅜ ∂√ ⅎ┌ ⅜ ↕╣√  

⁸ ─ ⌐╟╡ ≢⅝╢↓≤≤⇔≡™╢⁹  

 

6 敷金（第 6条） 

ₒ 1 ₓ ─ ⅛╠ ∂╢ ─ ─ ≤⇔≡⁸ │ ╩ ⌐ ∆╢↓≤≤

⇔≡™╢⁹ ≢⁸ ⌐≈™≡₈™⅛⌂╢ ⌐╟╢⅛╩ ╦∏⁸

∕─ ─ ⌐ ≠™≡ ∏╢ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ≤∆╢ ╩

∆╢ ≢⁸ ⅜ ⌐ ∆╢ ╩™℮⁹₉≤™℮ ⅜ ↕╣√

622 ─ 2 1 ⁹ 

ₒ 2 ₓ │⁸ ─ ─ ≢№╢↓≤⅛╠⁸ ↑ ∆╕≢─ ⁸ ⅛╠│ ─ ─

⌐≈™≡ ╩ ─ ⌐ ≡╢↓≤⅜≢⅝╢⅜⁸ ⅛╠│ ╩ ⁸ ∕

─ ─ ™ ─ ⌐ ≡╢↓≤╩ ≢⅝⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 3 ₓ ─ ⇔⅜№∫√≤⅝│⁸ │ ─ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⅜⁸

⌐ ─ ─ ⁸ ⌐ ∆╢ ─ ™ ⅜№╢ │⁸ │

╩ ⇔ ™√ ╩ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹≈╕╡⁸ ─ ≤

≤│ ─ ⌐ ≈╙─≢│⌂ↄ⁸ │⁸ ⇔⅜ ⇔√≤⅝≢

№╢⁹ 

ₒ 4 ₓ √∞⇔ ─ ─ ╩ ⅛╠ ∆╢ ⁸ │ ─ ╩ ⌐

⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

 

7 反社会的勢力の排除（第 7条） 

ₒ 1 ₓ ─ ╩ ∆╢√╘⌐⁸ ╠ │ ╠─ ⅜ ≢⌂™↓≤

⁸ ⁸ ⌐ ⇔≡™⌂™↓≤ ╩∕╣∙╣ ⌐

⇔≡ ↕∑╢↓≤≤⇔≡™╢⁹↕╠⌐⁸ ╠ │ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ⇔≡

╩ ™╢ ─ ╩⇔⌂™↓≤╩ ↕∑╢↓≤≤⇔≡™╢ ⁹ 

ₒ 2 ₓ ┼─ ╛ ╩ ⇔≡™╢⁹ ╛ ⅜ ≢№╢

≤│ ╠∏⌐⁸ ⅜ ⇔√ ≢╙ ↕╣≡™╢↓≤╩ ⌐∆╢√╘⁸ ─

─ ⌐⅛⅛╦╠∏ ∆╢╙─≤⇔≡ ⇔≡™╢⁹ 

 

8 禁止又は制限される行為（第 8条） 

ₒ 1 ₓ ─ ⁸ │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ≤∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸
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─ ⅜ ╦╣√ │⁸ ⌐ ⅜ ∂╢ 622 ─ 1 ⁹ 

ќ ₄ ₅(1) ( 2)   

ₒ 2 ₓ ─ ─ │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ≤∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹

≢⁸ ┼─ ⌐≈™≡⁸ ⅛╠ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ │

∆╢─⌐ ─ ╩ ∆╢ ⌐≈™≡│ ╩ ╦⌂™↓≤⅜ ↕╣√↓≤⅛╠

622 ⁸599 1 ⁸ ─⌂⅔ ≤⇔≡⁸ₐ⌂⅔⁸ủủ

─ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ╦⌂™╙─≤∆╢⁹ₑ ─ ⅜ ⅎ╠╣╢⁹╕√⁸

─ ⅛╠⁸ ─ ⌐│⁸ ─ ╛ ⁸ ─

⌐≈™≡─ ╩ ⌐⅔™≡ ⌐ ⇔≡⅔ↄ↓≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠

╣╢⁹ 

ќ ₄ ₅(3)   

ₒ 3 ₓ ─ ╩ 1⌐ ⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸ 1⌐№╠⅛∂╘ ⇔≡™╢ ⌐≈

™≡│⁸ ─ ⌐╟╡⁸ ⁸ │ ≢⅝╢↓≤≤⇔≡™╢ √∞⇔⁸

⅛╠ │ ↄ ⁹ 

ќ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 8 │ ↕╣╢ ₓ  

ₒ 4 ₓ ─ ⌐╟╢ ⅜№╣┌ ⌂ ╩ 2⌐ ⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸ 2⌐№

╠⅛∂╘ ⇔≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╡⁸ ⁸ │ ≢⅝╢↓

≤≤⇔≡™╢⁹ 

ќ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 8 │ ↕╣╢ ₓ  

ќ₄ ₅(4) 2⌐ →╢ ─  

ₒ 5 ₓ ┼─ ╩ ⌐ ╘╠╣╢ ╩ 3⌐ ⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸ 3⌐№╠⅛

∂╘ ⇔≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╡⁸ ⁸ │ ≢⅝╢↓≤≤

⇔≡™╢⁹ 

ќ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 8 │ ↕╣╢ ₓ  

 

9 契約期間中の修繕（第 9条） 

ₒ 1 ₓ ─ ⌐ ╢ │⁸ ≡ ⅜ ─ ╩ ℮↓≤≤⇔⁸ ─ ⌐╟

╢ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ⌐ ╘╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ │⁸ ─

⌐╟╢ │⁸ ─ ─ ⅛╠ ™≡™╢ 606 1 √∞⇔ ⅜⁸

─ ╩ ℮ ≢│⁸ ─ ╩ ≡ ≤⇔⁸ ─ ⌐╟╢ ⌐≈

™≡⁸ ╩ ⌐ ╘╢ ⅜ ≢№╢≤ ⅎ╠╣╢⁹↓─√╘⁸ │ ≤⇔

≡ ⅜ ≤⌂╡ ╩ ∆╢↓≤≤⇔⁸ ─ ⅜ ─ ⌐╟╢╙─

≢№╢ ⌐│⁸ ⅜ ╩ ⇔⁸ ⅜ ╩ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹↓─ ⌐

⅜ ∆╢ │⁸ ─ ⌐╟╢ ⌐ ≠ↄ ─ ╩ ≈╙

─≢№╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ─ ⌐ √╡ ┘ ─ ⌐╟╢ ⅜ ⌐ ∟ ╢ ⅜№╢  

│⁸ ⅛╠─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ 606 2 ⌐╟╡ │ ─ ─

╩ ╘⌂™↓≤≤↕╣≡™╢√╘⁸ │ ⌂ ⌂ↄ ─ ─ ╩ ∆╢↓

≤│≢⅝⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 3 ₓ ╩ ⇔√ ⌐ ⅜ ⌐ ⇔⁸ ≢ ─ ⌐≈™≡ ∆╢↓

≤≤⇔≡™╢⁹ ─ ⅛╠⁸ ⅜ ≢№╢ ─ │⁸ │ ⱷכꜟ

─ ⌐╟∫≡ ℮↓≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠╣╢⁹ 

ₒ 4 ₓ ─ ⅜ ╘╠╣╢⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ ⅜ ⌂ ⌂ↄ ╩ ⇔⌂™ ⌐⁸

⅜ ╠ ≢⅝╢↓≤╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸∕─ ─ 1 ≤ ⌐≈™

≡ ⇔≡™╢⁹  

≢⁸ᵑ ⅜ ⌐ ⅜ ≢№╢ ╩ ⇔⁸ │ ⅜∕

※ 条文の変更について 

⅜ ה 5 ⌐ ∆╢ ─ ╩ ⌐ ⇔≡™╢≤⅝│⁸ 5 ─₈ ⌐ ⇔⌂↑

╣┌⌂╠⌂™⁹₉╩₈ │ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹₉ │₈ ⌐ ⇔⌂↑╣

┌⌂╠⌂™⁹₉⌐ ∆╢↓≤≤⌂╢⁹ 

─ ה ⌐ ╢ ⌐⅔™≡│⁸ 2 ≤ │⁸ ⌐ ∆╢↓≤≤⌂

╢⁹ 

⌐ ה ⅜ ╦╢ ╩ ≤∆╢≤⅝⌐│⁸ 3 ╩₈ (5)⌐ ∆

╢ ⌐ ─ ─ ╩ ╩ ↄ⁹ ∆╢↓≤⁹₉⌐ ⇔⁸ 2 ⌐₈ (5)⌐

∆╢ ⌐ ─ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹₉╩ ∆╢↓≤≤⌂╢⁹ 
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─ ╩ ∫√⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ ⅜ ─ ⌐ ⌂ ╩⇔⌂™≤⅝⁸ᵒ ─

⅜№╢≤⅝⁸⌐│⁸ ⌐╟╢ ⅜ ≢№╢↓≤⅜ ↕╣√ 607 ─

2 ⁹↓─ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ 4 ╩ ⇔≡™╢⁹ 

ₒ 5 ₓ ─ ⌐│⁸ ⌂ ≢ ≢⅝⁸ ─ ╩ ↄ⌂≥─ ╩ ⌐╙√╠∆╙

─≢│⌂ↄ⁸ ⌐≤∫≡╙ ─ ─ ╩ ∫≡™≡│⅛ⅎ∫≡ ⅜ ∂╢╟℮

⌂╙─╙№╢≤ ↕╣╢↓≤⅛╠⁸ 4⌐ →╢ ⅜ ⌂ ⌐≈™≡│⁸

⅜ ╠─ ≢ ℮↓≤⅜≢⅝╢↓≤≤⇔≡™╢⁹╕√⁸ 4 ⌐ →╢ │⁸ 1 

⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ╩ ╘╢↓≤╙ ≢№╢⁹↓─√╘⁸ 5 ⌐ ≠⅝ ⅜ ╠

∫√ ⌐│⁸ │ ↕╣╢≤ ⅎ╠╣╢⁹ 

⌂⅔⁸ 4 ⌐№╠⅛∂╘ ⇔≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ≢─ ⌐╟╡⁸

⁸ │ ≢⅝╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ќ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 9 ─ ₓ  
 

10 契約の解除（ 第 10条） 

ₒ 1 ₓ ─₈ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™₉≤™℮ ╩ ⇔≡⅔╡⁸ 541 ─

╩ ╕ⅎ₈ ₉╩ ≤⇔⁸ ⌐╙ ╦╠∏ ⅜ ╩ ⇔⌂™≤⅝⌐ ∆╢↓

≤⅜≢⅝╢≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ─₈ ⇔≡│⌂╠⌂™₉≤™℮ ╩ ⇔≡⅔╡⁸ 1 ≤ ₈ ₉

╩ ≤⇔⁸ ⌐╙ ╦╠∏ ⅜ ╩ ∑∏⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢

≤ ╘╠╣╢≤⅝⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 3 ₓ 7 1 ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔√ ⁸ ┘ ⌐ ╠ │ ⅜

⌐ ⇔√ ⁸ ⌂⇔≢ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢≤⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸

≢⁸ ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ⌂ ─№╢ ╛⁸

╩⇔≡╙ ⌐ ╡╢ ─ ╖⅜⌂™↓≤⅜ ╠⅛⌂ ⌐

⅜≢⅝╢↓≤⅜ ↕╣√ 542 1 ⁹ 

ќ 7 ─ 7 ₒ 1 ₓ  

ₒ 4 ₓ ⅜ 7 2 ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔√ ⁸ ┘ ⅜ 8 3 ⌐ ∆╢

─℮∟⁸ 1 ⅛╠ ⌐ →╢ ╩ ∫√ ⁸ ⌂⇔≢ ╩

∆╢↓≤⅜≢⅝╢≤⇔≡™╢⁹ 

ќ7 ─ 7 ₒ 2 ₓ  

ќ8 │ ↕╣╢ 8 ₒ 3 ₓ  
 

β ⌐⅔↑╢ ⌐≈™≡ 

│⁸ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ─

⅜ ∞⇔ↄ⁸ ─ ╩ ⇔ↄ ⌐∆╢╟℮⌂ ⅜№∫√ ⌐│⁸

╩ ╘≡™╢( 47 2 18 26 1 63 ⁸ 49 4 

26 28 3 467 ⁹™╦╝╢ ─ )⁹ 
 

11 乙からの解約（第 11条） 

ₒ 1 ₓ ⅜ ╩ ↕∑╢√╘─ ╣ ⅜ 30 ─ ⌐≈™≡

⇔≡™╢⁹ 

⌂⅔⁸ ╣ ╩ 30 ≤⇔√─│⁸ 4 ┘ 5 ─ ┘ ─

─ ╩ 30 ≤⇔≡™╢↓≤⌐№╦∑╢√╘≢№╢⁹ 

ќ 4 4 ₒ 2 ₓ  

ₒ 2 ₓ ╣ ⅜ 30 ⌐ √⌂™ ⌐≈™≡ ⇔≡⅔╡⁸30 ─ ┘

╩ ⅎ┌⁸ ⌐ ≢⅝╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

 

【例】9月 30日に契約を解除したい場合 
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β 9 30 ⌐ ╩ ⇔≡™╢ │⁸ ╣╩8 31 ⌐ ℮↓≤≤⇔≡™╢⁹

⌂⅔⁸ ⌐≈™≡│⁸9 ╩ ╕≢⌐ ∫≡™╢ │⁸ ⌐ ™ ╖─

≢╕⅛⌂╦╣╢↓≤≤⌂╢⁹ 

 

 
β 9 30 ⌐ ╩ ⇔≡™╢ ≢⁸9 10 ⌐ ╣╩ ∫√ │⁸

╣╩ ∫√ ⅛╠ 30 ─ ⁸≈╕╡ 10 9 ╕≢─ ┘ ⅜ ≤

⌂╢⁹⌂⅔⁸ ⌐≈™≡│⁸9 ╩ ╕≢⌐ ∫≡™╢ │⁸10 1 ⅛╠ 9

╕≢─ ⅜ ≤⌂╢⁹╕√⁸ ⌐≈™≡│⁸ ╣ 9 10 ⌐

⌂ↄ⁸ 5 3 ⌐ ™⁸ ⇔≡™√ ─ ╩ ℮ 9 30 ⌐ ⇔√

│ 9 ─ ╩ ℮ ↓≤≤⌂╢⁹  

 

12 一部滅失等による賃料の減額等（第 12 条） 

ₒ 1 ₓ ─ ⅜ ⌐╟╡ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ⌐⁸∕╣⅜ ─ ⌐╟╢╙─

≢⌂™≤⅝│⁸ ─ ─ ⌐ ∂≡ ⅜ ↕╣╢╙─≤⇔⁸∕─ │

≤ ─ ≢ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ ≢⁸ ─ ⅜ ─

⌐╟╠∏⌐ ╩⇔√ ─ ─ ⌐≈™≡⁸ │₈ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢₉

≤↕╣≡™√≤↓╤⁸₈ │ ↕╣╢₉≤ ⌐ ∆╢╙─≤↕╣√ 611 

1 ⁹ 

√∞⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╢ ⌂ ⅜⌂™↓

≤⅛╠⁸ ─ ⅛╠╙⁸ ⅜№∫√ │⁸ ⅜ ⌐ ⇔⁸ ⌐≈

™≡ ⇔⁸ ⌂ ╛ ⁸ ─ │ ⅎ∏⌐ ─

≤∆╢─⅛⁸ ∕─╙── ≤∆╢─⅛ ╩ ─ ⁸ ∆╢↓≤⅜ ╕

⇔™≤ ⅎ╠╣╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ─ ⅜ ⌐╟╡ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ⌐⁸ ∆╢ ─╖≢│ ─

⅜ ≢⅝⌂™≤⅝│⁸ ─ ╩ ╘╢╙─≢№╢⁹ ⌐ ⅜№╢ ≢╙

│ ╘╠╣╢ 611 2 ⁹ 

 

13 契約の終了（第 13条） 

─ ⅜ ⌐╟╡ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√ ⌐ ⅜ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹

≢⁸ ─ ⅜ ∕─ ─ ⌐╟╡ ┘ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝⌂ↄ⌂∫√

⌐│⁸ ⅜ ∆╢↓≤⅜ ↕╣√ 616 ─ 2 ⁹ 

 

14 明渡し（第 14条） 

ₒ 1 ₓ ┘ ⅛╠─ 11 ─≤⅝│ ╕≢⌐⁸ ╩ ↑ ↕⌂↑

╣┌⌂╠⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

─ 10 ─≤⅝│ ∟⌐⁸ ╩ ↑ ↕⌂↑╣┌⌂╠⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ─ ⇔╩ ℮⌐№√╡⁸ ─ ─ ⅛╠⁸ │№╠⅛∂╘ ⇔ ╩

⌐ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

 

15 明渡し時の原状回復（第 15条） 

ₒ 1 ₓ │⁸ ─ ⌐ ™ ∂√ ┘ ╩ ⅝⁸ ≤⇔≡ ╩ ╦⌂↑

╣┌⌂╠⌂™↓≤≤∆╢⅜⁸ ─ ⌐╟╠⌂™ ⌐≈™≡│⁸ │ ≤

⇔≡™╢⁹ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⅜ ↕╣√ 621 

⅜ ╩ ⇔√╙─≢№╡⁸ ⌂ │⌂™⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ה ⁸ ⌐╟╡ ∂√ ⌐≈™≡│⁸ ⌐

⅜ ∆╢↓≤≤⌂╢⅜⁸∕─ ─ ⅜ ∆═⅝ ⌐≈™≡│⁸ ─

─ ╩ ⅜ ⌐ ∆╢↓≤⌐│⌂╠∏⁸ ה ⅜ ∏ ≤⌂∫≡
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™╢↓≤⅛╠⁸ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ⅜ ™╒≥ ╩ ↕∑╢↓

≤≤∆╢─⅜ ≤ ⅎ╠╣╢ ₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉

23 8 12Ɑכ☺ ⁹ 

ₒ 2 ₓ ─ ⌐ ∆╢♩ꜝⱩꜟ╩ ⌐ ∆╢√╘⁸ ╩ ↑ ∆ ⌐│⁸

5⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ≤⇔≡─ ╩ ╘√ │∕─ ╩ ╘≡⁸ ⅜

∆╢ ─ ┘ ⌐≈™≡ ≢ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ⌐≈™≡╙₈ ⌐ ╘╢₉≤⇔≡™╢─│⁸ ⌐│ ₁⌂ ╛

⅜ ⅎ╠╣⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⁸ ─ ⅜ ⅛ ⅛─ ⌐≈

™≡─₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉ ⌐⅔↑╢ ⅎ ┼─

≡│╘⌐⅔™≡⁸√≤ⅎ⁸ ⅜№∫√≤⇔≡╙ ⅜ ⌂╙─≢№╢≤ ⅎ╠╣╢√╘

≢№╢⁹ 

╕√⁸ ⇔ ⌐⅔™≡│ ╘≡ ╩ ∆╢ ─ ╛ ╩ ⇔⁸

╩ ⇔√ ₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉

23 8 28Ɑכ☺ ╩ ⇔⁸ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™⁹ 

ќ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 15 ⇔ ─ ₓ  

ќ₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ) ₉ 3₈ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢ ₉з - 3₈ ₉  

 

ẽ ⌐⅛⅛╢♩ꜝⱩꜟ╩ ⌐ ∆╢√╘⌐│⁸ ⌐ ≤ ─ ⅜ ⌐

∆╢ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢√╘⁸ ─ ╩ 5 ≤⇔≡ →≡™╢⁹ 

ẽ 5₈з- 3 ₉┼─ ⌐≈™≡│⁸ ⅎ┌⁸₈ ─ ⌐╟

╢ ⅜ ∆╢↓≤⅜ ™ ₉⌐≈™≡⁸ ┘ ─ ⅜⁸ ─ ⌐ ∆

╢♩ꜝⱩꜟ╩ ⌐ ∆╢√╘⁸ ╩ ∆╢≤™℮↓≤⅜ ↕╣╢⁹ 

ẽ 5₈з- 3 ₉│⁸№ↄ╕≢╙ ≤⇔≡⁸ ⌂₈

₉⌐≈™≡⁸ ⌂ ╡ ∆╢↓≤⅜ ╕╣╢⁹ 

ẽ ⌐ ─ ≤∆╢ ╩ ╘╢√╘⌐│⁸ ─ 3≈⅜ ≤⌂╢⁹ 

ה ─ ⅜№╡⁸⅛≈⁸ ≢⌂™⌂≥─ ⁸ ⅜ ∆╢↓≤ 

ה ⅜ ⌐╟∫≡ ─ ╩ ⅎ√ ─ ╩ ℮↓≤⌐≈™≡ ⇔≡  

™╢↓≤ 

ה ⅜ ⌐╟╢ ─ ╩⇔≡™╢↓≤ 

₈ ╩╘←╢♩ꜝⱩꜟ≤●▬♪ꜝ▬fi ₉ 23 8 7Ɑכ☺╩ ↕╣

√™⁹  

ẽ ⌐ ∆╢ ⅜ ≤ ↕╣╢√╘⌐│⁸₈ ⌐ ⌐≈™≡─

╩ ╦∑╢─│⁸ ⌐ ⇔⌂™ ─ ╩ ∆↓≤⌐⌂╢⅛╠⁸ ⌐ ⅜ ╘

╠╣╢√╘⌐│⁸ ⌂ↄ≤╙⁸ ⅜ ╩ ∆╢↓≤⌐⌂╢ ─ ⅜

─ ⌐ ⌐ ↕╣≡™╢⅛⁸ ⌐ ≢│ ╠⅛≢⌂™ ⌐│⁸ ⅜

⌐╟╡ ⇔⁸ ⅜∕─ ╩ ⌐ ⇔⁸∕╣╩ ─ ≤⇔√╙─≤ ╘╠╣╢⌂≥⁸

∕─ ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⅜ ≢№╢₉≤™℮ ⅎ ⅜

⌐╟∫≡ ↕╣≡™╢ 17 12 16 218 1239 ⁹ 

ẽ  

29 4 27 89  

β 29 44 ⌐╟╢ ─ │ 32 2020  

 

 ─ │ ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ≤∆╢⁹ 

 

12 5 12 61  

β 29 45 ⌐╟╢ ─ │ 32 2020  

─ ─ ╩ ∆╢ ─  

 ⌐ →╢ ─ │⁸ ≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ⌐ ∂√ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

 ─ ⁸∕─ │∕─ ∆╢ ─ │ ⌂ ⌐╟

╢╙─⌐ ╢⁹ ⌐╟╡ ⌐ ∂√ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

 ⌐⅔↑╢ ─ ─ ⌐ ⇔≡↕╣√ ─ ⌐╟╡ ⌐

∂√ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  
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 ⌐⅔↑╢ ─ ─ ⌐ ⇔≡↕╣√ ─ ⁸

∕─ │∕─ ∆╢ ─ │ ⌂ ⌐╟╢╙─⌐ ╢⁹ ⌐╟╡ ⌐ ∂

√ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

 │ ⌐ →╢ ─℮∟⁸ ⅜ ≢№╢ ⌐⅔™≡⁸ ⅝

↕╣√ ⅜ │ ⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔⌂™≤⅝ ⅜ ≢

№╢ ⌐│⁸ ⅜ │ ⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔⌂™ ─ ╩ ⌐

⅝ ⇔√≤⅝ ∕─ ⇔╩ ⇔⌂™ ⌐│⁸ ⅜ ⇔√ ⌐ ─ ⅜ │

⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔⌂™≤⅝⁹ ⁹ ↓─ ⌐⅔™≡ ∂⁹ ⌐⁸↓╣⌐╟╡ ⌐

∂√ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∆╢╙─⌐≈™≡│⁸ ⌐ →╢ ⌐ ∆╢≤⅝

│⁸ ─ │⁸ ⇔⌂™⁹ 

 ⌐⅔™≡⁸ ⅝ ↕╣√ ⅜ │ ⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔⌂

™≤⅝⌐⁸ ⅜ ─ ╩∆╢ │ ─ ⌐ ∂√ ⇔ↄ│ ─

╩∆╢ ╩ ℮↓≤≤↕╣≡™╢  

 ≤ ─ ╩ ↑√ ─ ≤─ ─ │ ≤ ─

≤─ ─ ─√╘⌐∆╢ ≢⁸ ─ ⌐ ∫≡ │↓╣≤ ⌐

↕╣√╙─⌐⅔™≡⁸ ⅝ ↕╣√ ⅜ │ ⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔⌂™≤

⅝⌐⁸ ─ ⅜⁸∕─ ⅜ │ ⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔⌂™↓≤⌐╟

╡ ⌐ ∂√ ╩ ∆╢ ─ ⇔ↄ│ ╩ ™⁸ │ ─ ╩∆╢

╩ ℮↓≤≤↕╣≡™╢   

 

─ ╩ ↕∑╢ ─  

─  ─ ⌐╟╡ ∂√ ─ ╩ ↕∑╢ ─ │⁸

≤∆╢⁹ 

 

⅜ ℮ ─ ╩ ∆╢ ─  

 ─ ⌐ →╢ ─ │⁸ ⌐ ╘╢ ⌐≈™≡⁸ ≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐ ℮ ─ ╩ ⇔⁸ │ ╩ ╘╢ ≢№∫≡⁸↓╣

╠╩ ⇔√ ⅜⁸ ⌐⅔™≡ ↕╣√ ─ ⁸ ─ ⌐ ∂⁸

≤ ─ ─ ⌐ ™ ⌐ ∏═⅝ ⌂ ─ ╩ ⅎ╢╙─ 

ⅎ╢  

 ⌐ ≠⅝ ℮═⅝ ─ │ ╩ ⅜ ⅜

≢№╢ ⌐│⁸∕╣∙╣─ ⁹ ↓─ ⌐⅔™≡ ∂⁹  ╕≢⌐ ╦⌂™

⌐⅔↑╢ ─ ╩ ⇔⁸ │ ╩ ╘╢ ≢№∫≡⁸↓╣╠╩ ⇔√ ⅜⁸

─ ⅛╠∕─ ╩∆╢ ╕≢─ ⌐≈™≡⁸∕─ ⌐ ∂⁸ ⌐

℮═⅝ ⅛╠ ⌐ ℮═⅝ ─℮∟ ⌐ ╦╣√ ╩ ⇔√ ⌐ ה Ɽ

─♩fi☿כ ╩ ∂≡ ⇔√ ╩ ⅎ╢╙─ ⅎ╢  

 

─ ╩ ⌐ ∆╢ ─  

 ─ ╩╙∫≡ ⅜ √⌂ ─ ╖ │∕─ ─

╩⇔√╙─≤╖⌂∆ ∕─ ─ ─ ─ ⌐ ⇔⌂™ ─ ⌐╟╢ ⌐ ⇔≡

─ ╩ ⇔ │ ─ ╩ ∆╢ ─ ≢№∫≡⁸ ⌐

∆╢ ⌐ ⇔≡ ─ ╩ ⌐ ∆╢╙─│⁸ ≤∆╢⁹ 

 

16 立入り（第 16条） 

ₒ 1 ₓ │ ╩ ─ ≢ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡⅔╡⁸ │ ≤⇔≡

⌐ ∟ ╢↓≤│≢⅝⌂™⅜⁸ ─ ⁸ ─ ─ ∕─ ─ ─

⌐ ⌂ │⁸№╠⅛∂╘ ─ ╩ ≡ ⌐ ∟ ╢↓≤⅜≢⅝╢↓≤≤

⇔≡™╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ─ ⁸ │ ⌂ ⅜№╢ ╩ ⅝⁸ ╡╩ ≢⅝⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 3 ₓ ─ ─ │ ╩ ╡ ↑╟℮≤∆╢ ⅜ ╩∆╢ │⁸№╠

⅛∂╘ ─ ╩ ≡ ⌐ ∟ ╢↓≤⅜≢⅝╢≤⇔≡™╢⁹ 

ₒ 4 ₓ ⌐╟╢ ─ ─ ⅜№╢ │⁸ │№╠⅛∂╘ ─ ╩ ╢↓≤

⌂ↄ⁸ ⌐ ∟ ╢↓≤⅜≢⅝╢≤⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸ ⌐ ∟ ∫√ ⌐

│⁸ │ ╡ ⌐∕─ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 
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【連帯保証人型】 

17 17  

ₒ 1 ₓ ─ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ≤⇔≡ ╩ ≡╢↓≤≤⇔≡

™╢⁹╕√⁸ ⅜№∫√ ⌐╙ ─ ⅜ ™ ╡ ─ ⅜

┬≤ ↕╣≡™╢ 9 11 13 186 105 √╘⁸ ─

│ ╙ ┬↓≤≤⇔≡™╢⁹↓─ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ⅛╠⁸ ⅜

↕╣√ ⌐│⁸ │ ┼─ ⌐ ╘╢↓≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠╣╢⁹ 

ₒ 2 ₓ ⅜ ∆╢ ╩ ≤⇔≡ ╘⁸ ┘ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟

╡⁸ ─ ╩ ⇔≈≈⁸ ⅜ ╩ ⌐ ≢⅝╢╟℮⌐⇔≡™╢⁹

≢⁸ ─ │ ╩ ≤⇔≡ ╩ ℮↓≤ 465 

─ 2 1 ⁸╕√ ─ ╘─⌂™ │ ≤⌂╢↓≤ 465 ─ 2 

2 ⅜ ↕╣√⁹ ≤│ ─ ╩™℮⁹ 

ₒ 3 ₓ ⅜ ∆╢ ─ │⁸ │ ⅜ ⇔√≤⅝⌐ ∆╢↓≤≤

⇔≡™╢⁹ ≢⁸ᵑ ⅜ ─ ⌐≈™≡ ─ ╩ ≤∆

╢ ⌐≈™≡ │ ─ ╩ ⇔ ≡⁸⅛≈⁸ │ ─ ─

─ ⅜№∫√≤⅝⁸ᵒ ⅜ ─ ╩ ↑√≤⅝⁸ᵓ √╢

│ ⅜ ⇔√≤⅝⁸⅜ ≤⌂╢↓≤⅜ ↕╣√ 465 ─ 4 1 

⁹ ⌐⅔™≡╙⁸ ⅜№╢↓≤╩ ∆╢√╘⁸ ⌐ ⇔≡™

╢⁹ᵓ─╖ ⇔≡™╢⅜⁸ᵑ⁸ᵒ─ ╩ ∆╢ ≢│⌂™⁹⌂⅔⁸ √╢ ⅜

⇔√≤⅝⌐ ⅜ ∆╢≤™℮↓≤│⁸ ⌂ ⅎ ≤⇔≡│⁸ │⁸ ─

╕≢⌐ ∂≡™╢ ⌐≈™≡─╖ ╩ ≤⇔≡ ╩ ™⁸ ⌐

∂√ ⌐≈™≡│ ╩ ╦⌂™≤™℮↓≤⌐⌂╡⁸ ⅎ┌ ─ ⌐≈™≡│⁸

─ ⌐ ╕╣⌂™≤ ⅎ╠╣╢⁹√∞⇔⁸ ⌂ ─

│ ╛ ⌐╟╡ ⌂╡ ╢√╘⁸ ─ ─ ⅜ √╣╢⁹ 

╕√⁸ ─ ╛ ⅜№∫√ ⌐│⁸ │ √⌂ ⌐ ╩

∆╢≤™∫√ ╩ ┬↓≤╙ ⅎ╠╣╢⁹  

ₒ 4 ₓ ─ ⅜№∫√ ⁸ │ ─ ╛ ⌐ ∆╢

⅜№╢↓≤╩ ╘≡™╢⁹ ≢⁸ ─ ⅜№∫√ ⌐⁸ ⌐

⇔ ─ ╛ ⌐≈™≡─ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜ ↕╣√

458 ─ 2 ⁹ ⅛╠─ │⁸ │ ⱷכꜟ ─ ⌐╟∫≡ ℮↓

≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠╣╢⁹⌂⅔⁸ ⅜ ⌐ ™╩ ∫≡™╢⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸

⅜ ⌐ ∑∏⁸™√∏╠⌐ ╩ ↕∑≡™╢ ⌐│ ─ ⅜

⌐ ⇔ ↕╣╢↓≤⅜№╡ ╢√╘ 9 11 13 186 

105 ⁸ ─ ⅜⌂™ ≢╙⁸ ┼ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™≤

ⅎ╠╣╢⁹↓─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ─ ⅜ủ◌ ™√ ⌐│ │

⌐ ∆╢≤™∫√ ╩ ┬↓≤╙ ⅎ╠╣╢⁹ 

【家賃債務保証業者型】 

17 ─ ∆╢ 17  

─ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ≤⇔≡ ─ ∆╢ ╩

∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹╕√⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≤│ ─ ⌐╟╢↓≤≤⇔⁸

┘ │⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⅛╠ ⅜ ≢⅝╢╟℮⌐∆╢√╘⁸ ⌂

╩ ╠⌂↑╣┌⌂╠⌂™↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

╕√⁸ ─ ∆╢ ╩ ∆╢ ⁸ ─ ┼─ ⌐≈™≡│⁸

⌐ ∆╢₈ ─ ₉╩ ∆╢↓≤⅜ ⅎ╠╣╢⁹ 

 

 

18 協議（第 18条） 

─ ╩№╠⅛∂╘ ≡ ⌐ ⇔≡⅔ↄ↓≤⅜ ╕⇔™⅜⁸ ≤

⇔≡ ≢№╡⁸╕√⁸ ≢ ⅜ ∂╢ ⅜№╢↓≤╩ ⇔⁸∕─ ╩ ╘≡

™╢⁹ 

 

19 特約条項（第 19条） 

18 ╕≢─ ⌐⁸ ─ ⌐ ∂≡⁸ ⅜ ─ ≢ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢↓

≤≤⇔≡™╢⁹ 
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⌂⅔⁸ ╩ ╘╢ ⁸ ⌐ ∆╢ ≤ ⁸ ⅜∕─ ╩ ⌐ ⇔⁸∕

╣╩ ≤∆╢↓≤⌐≈™≡ ⌐ ⇔≡™╢↓≤⅜ ≢№╢ ↔≤⌐⁸ ─

⌐ ≤ ⅜ ⇔⁸ ⌐ ⌐ ≤ ⅜ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™ ⁹ 

ќ 15 ⇔ ─ 15  

ќ ₆ ⌐№√∫≡─ ₇ ₒ 19 ₓ  
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第３版発行に当たっての主な変更内容 

 

１ 宅地建物取引業法の改正を受けて、次の点を修正・加筆しました。 

 ① 本文中の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に修正（平成 27年 4月 1日施行） 

 ② 重要事項説明書に、建物状況調査（インスペクション）の結果の概要欄を追加 

（平成 30年 4月 1日施行）（P47） 

２ 賃貸住宅紛争防止条例、同条例施行規則の改正を受けて、改正概要を追加し、条文を差替えま

した。（P40～43） 

３ 「参考」として、次のコラムを追加しました。 

 ① 民法の改正について（P34） 

 ② ＤＩＹ型賃貸借について（P35） 

 ③ 賃貸取引に係るＩＴ重説の本格運用と賃貸住宅紛争防止条例の説明（P55） 

４ 賃貸住宅標準契約書（平成 30年 3月版）（平成 30年 3月 30日国土交通省）を掲載しました。

（P56～79） 

５ その他、掲載されている情報を新しいものに更新しました。  
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ẑ   
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ỂễṕệễỄỂṖệỂểệ 
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ểṨể 
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︣  

ṕ Ṗ 
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ṕ  Ṍ Ṗ 
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ẑ ḱ (12 29 Ṍ1 3 ) ḭּף ︣Ḯ 
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₈ ♩ꜝⱩꜟ ●▬♪ꜝ▬fi₉             
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        ₔ163-8001   
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